
安平町福祉交通助成事業申請について

東 胆 振 ・ 日 高 ・ 平 取 地 域 通 年 雇 用 促 進 支 援 協 議 会

詳 細 はホームページへ！ 「東胆振 通年雇用」 で検索！ LINE 公式アカウントあります

季節労働者の皆さまのスキルアップを支援します‼
令和６年度  厚生労働省委託事業 

通年雇用人材育成事業

《 対象者：安平町にお住いの通年雇用化を目指す季節労働者の方 》

パソコン・スマホ講習
・Word・Excel・PowerPoint

経理事務入門講座（全８講座）

・簿記（初級又は３級） ・経理実務 ほか

試験対策講習
・施工管理技士（土木、造園 ほか）

・第二種電気工事士（学科・技能）

・消防設備士(乙種４類)

・危険物取扱者(乙種４類)

技能講習（全１４講習）

・小型移動式ｸﾚｰﾝ・床上操作式ｸﾚｰﾝ

・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・車両系建設機械(整地等)

・車両系建設機械(解体用) ほか

受講料

無 料

広告欄

　下記の対象者に、デマンドバス、循環バス、追分ハイヤー、町内運行路線のあつまバスおよび追
分駅、早来駅（きっぷ購入代金）の地域公共交通機関で共通に利用できる「共通回数乗車券」を交
付しています。新規で希望される方は申請手続きが必要となりますので、下記申請窓口で申請して
ください。
　また、前年度対象となり、次年度以降も対象となる方は、自動更新されます（毎年の申請書提出
が不要となります。毎年７月下旬までに次年度の回数券をお送りします。辞退される方は下記問合
せ先までお知らせください）。
※�福祉交通助成事業で交付する券に限り、令和６年度の交付分から、１年間の有効期限が付きます
のでご注意ください。

対象者
　⑴ 満70歳以上の方（翌年７月31日までに満70歳に到達する方を含む）で、介護保険料第３段

階以下の方
　⑵身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方（未就学児を除く）
　　または障害年金を受給している方
　⑶生活保護世帯に属する方（未就学児を除く）　　　⑷介護保険施設などの入所者
　⑸ひとり親世帯に属する方（未就学児を除く）　　　⑹満80歳以上の方
助成内容
　年間最大16,500円分、共通回数乗車券を交付します（申請月によって交付金額が変わります）。

申請窓口
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071

広告欄広告欄
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